
介護医療院サービス利用契約書 

 

甲 利用者               様 

 

乙 社会医療法人北九州病院 北九州八幡東病院 介護医療院 

 

社会医療法人北九州病院 北九州八幡東病院 介護医療院（以下、当施設といいます。）

のサービスを利用するにあたり、次のとおり利用契約を締結します。 

 

記 

（契約の目的） 

第１条  本契約は、介護保険法等関係諸法令の定めるところにより、療養上の管理、看護、

医学管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことによ

り、甲がその有する能力に応じ自立した日常生活を確保することを目的とします。 

 

（契約の期間） 

第２条 本契約の有効期間は、    年  月  日から    年  月  日まで

とします。 

但し、契約期間満了以前に甲が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護認定有効期

間の満了日が変更された場合には、変更後の要介護認定有効期間満了日までとします。 

１． 前項の契約期間満了の２週間前までに甲から更新辞退の申し出がない場合、本契約

は自動的に更新されるものとします。 

２． 本契約が更新された場合、更新後の契約期間は、従前の契約期間経過の翌日から更

新後の要介護認定有効期間満了日までとします。 

但し、契約期間満了以前に甲が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護認定有効期

間の満了日が変更された場合には、変更後の要介護認定有効期間満了日までとします。 

 

（施設サービス計画） 

第３条 乙は、甲のための施設サービス計画（ケアプラン）を作成するに当たっては、利

用者及び家族の希望、利用者の状態および今後解決すべき課題等に基づき、サービスの提

供に関係する従業員で協議して作成します。 

 

（介護サービスの内容） 

第４条 乙は、甲に対し、前条により甲のための施設サービス計画（ケアプラン）に基づ

き、別紙「重要事項説明書」記載の各種介護サービスを提供します。 

 

（身体的拘束その他の行動制限） 

第５条 乙は、甲または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急止む得ない場

合を除き、甲に対し、身体拘束その他の方法により甲の行動を制限しません。 

１． 乙が甲に対し、身体拘束その他の方法により甲の行動を制限した場合には、制限の

根拠、内容、見込まれる期間及び実施された期間を第６条の介護サービス記録に記載しま

す。 

 

（介護サービス記録） 

第６条 乙は、甲に対する介護サービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から

５年間保存します。 

 



１． 甲、甲の家族、甲の身元引受人または後見人は、乙に対し前項の記録書類の閲覧及

び謄写を求めることができます。ただし、乙の定める手続きに従います。 

 謄写の場合、乙は実費相当額を請求者に請求することができます。 

 

（事故発生時の対応及び損害賠償）                    

第７条 乙は、甲に対する介護サービスの提供にあたって事故が発生した場合は、速やか

に甲の家族、甲の身元引受人または後見人等関係者に連絡を行うとともに、必要な措置を

講じます。 

１．前項の場合において、乙は速やかに甲の損害を賠償します。ただし、乙に故意過失が

なかったことを証明した場合はこの限りではありません。 

 

（秘密保持） 

第８条 乙及び乙の職員は、正当な理由がない限り、業務上知り得た甲、甲の家族、甲の

身元引受人または後見人の秘密を保持します。 

１．乙は、乙の従業員が退職後、在職中に知り得た甲、甲の家族、甲の身元引受人または

後見人の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。 

２．乙は、居宅介護支援事業者等必要な機関に対し甲、甲の家族、甲の身元引受人または

後見人に関する情報を提供する場合には、事前に文書による各関連する者の同意を得るこ

ととします。 

 

（個人情報の取り扱い） 

第９条 乙は甲の個人情報の取り扱いについては個人情報保護法を遵守し、個人情報を用

いる場合は事業者が定める個人情報保護に関する規定に従い、誠実に対応します。尚、甲

の家族の個人情報についても同様です。 

２.甲及び甲の家族の個人情報を使用する期間はサービス利用契約期間とします。 

 

（利用料） 

第１０条 甲は、乙からサービスの提供を受けたときは、乙に対し、別紙「重要事項説明

書」の記載に従い、利用料自己負担分を支払います。 

 

（甲の解約権） 

第１１条 乙が、介護保険法等関連諸法例及び本契約に定める債務を履行しなかった場合

または不法行為を行った場合には、甲は乙に対し、いつでもこの契約の解約を申し入れる

ことができます。 

 

（乙の解約権） 

第１２条 乙は、甲が次の各号に該当する場合には、１ヶ月以上の予告期間をもってこの

契約を解約することができます。 

１．甲が正当な理由なく、利用料その他甲が乙に支払うべき費用を２ヶ月分以上滞納し

たとき。 

２．甲の行動が、他の利用者の生命又は健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、乙に

おいて十分な介護を尽くしてもこれを防止できないとき。 

３．甲が重大な自傷行為を繰り返すなど、自殺をするおそれが極めて大きく、乙におい

て十分な介護を尽くしてもこれを防止できないとき。 

４． 甲が故意に法令違反その他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがないとき。 

 

 

 



（契約の終了） 

第１３条 次の各号に該当する場合は、本契約は終了します。 

１．第２条１項及び２項により、契約期間満了日の２週間前までに甲から更新辞退の申

し入れがあり、かつ契約期間満了のとき。 

２．要介護認定の更新において、甲が自立又は要支援と認定されたとき。 

３．甲が死亡したとき。 

４．甲について病院又は診療所に入院する必要が生じ、その病院または診療所において

甲を受け入れる体制が整ったとき。              

５．甲について他の介護保険施設への入所が決まり、その施設において甲を受け入れる

体制が整ったとき。 

 

（契約終了後の退所と精算） 

第１４条 この契約終了後、甲はただちに本施設を退所します。 

１．この契約の終了により甲が本施設を退所することになったときには、乙はあらかじめ

甲の受入先が決まっている場合を除き、居宅介護支援事業者またはその他の保健福祉機関、

医療機関、若しくは福祉サービス機関等と連携し、甲の生命・健康に支障のないよう円滑

な退所のために必要な援助を行います。 

 

（サービスに関する苦情処理） 

第１５条 甲、甲の家族、甲の身元引受人または後見人は、乙が提供する介護サービス等

に疑問や苦情がある場合、いつでも別紙「重要事項説明書」記載の苦情受付窓口に問合せ

及び申し立てることができます。その場合、乙は速やかに事実関係を調査し、その結果並

びに改善の必要性の有無並びに改善の方法について甲に報告します。 

１． 乙は甲、甲の家族、甲の身元引受人または後見人から前項の疑問の問合せ及び苦情

申立てがなされたことをもって、甲に対しいかなる不利益、差別的取扱いも致しません。 

 

（サービスのチェック） 

第１６条 乙は、第三者評価機関（オンブズマン等）から、訪問調査の申入れがあった場

合、その機関が利用者の立場を尊重し、正当性の高い機関と認めたときは、訪問調査を受

けることを拒まず、必要な資料を提供します。 

 

（利用者代理人） 

第１７条 利用者が、自らの判断による本契約に定める権利の行使と義務の履行に支障を

生じるときは、あらかじめ選任した代理人をもって行わせることができます。 

 

（裁判管轄） 

第１８条 本契約に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じた場合は、利用者の所在地を

管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。 

 

（契約に定めない事項） 

第１９条 この契約に定めない事項について疑義が発生したときは、乙は介護保険法その

他諸法令の定めるところを尊重し、甲、甲の家族、甲の身元引受人または後見人との間で

協議の上誠意を持って解決するものとします。 

 

 

 

 

 



介護医療院サービス重要事項説明書 

 

令和７年６月１日 

１． 事業者 

事業所の名称 社会医療法人北九州病院  

所在地 福岡県北九州市小倉北区室町三丁目１番２号 

代表者の氏名 理事長 佐多 竹良 

電話番号 ０９３－５６１－００３９ 

 

２． ご利用施設 

名称 北九州八幡東病院 介護医療院 

所在地 福岡県北九州市八幡東区東田一丁目４番３号 

院長名 古賀 徳之 

療養床数 ６０床 

介護保険事業所番号 ４０Ｂ０６０００１３ 

電話番号 ０９３－６６１－５９１５ 

ＦＡＸ番号 ０９３－６６１－５９４５ 

 

３．事業の目的 

医師、薬剤師、栄養士、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士、言語聴覚士

及び介護支援専門員その他の職員が、要介護状態にある高齢者等に対し、適正なサービス

を提供することを目的とする。 

 

４．運営の方針 

（１）当施設は、療養を必要とする要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養

上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医

療を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来

るよう努めるものとする。 

（２）当施設は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの

提供に努めるものとする。 

（３）当施設は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行ない、関係市町村、居宅介

護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設、その他の保健医療福祉サービス

を提供する者と密接な連携に努めるものとする。 

 

５．従業員の種類、員数及び職務内容  

職 種 員 数 職務内容 

医師 １．３名以上 診療及び療養方法等の指導 

薬剤師 ０．４名以上 薬品の調剤、薬剤管理指導等 

管理栄養士 １名以上 献立の作成、栄養指導、食事に関する業務全般の管理 

看護師 ２名以上 医師の指示による看護・介護 

准看護師 ８名以上 医師・看護師の指示による看護・介護 

介護職員 １５名以上 医師・看護師の指示による看護・介護の補助 

理学療法士 ２名以上 リハビリテーション 

作業療法士 ２名以上 リハビリテーション 

診療放射線技師 １名以上 医師の指示による画像診断装置を用いた検査 

介護支援専門員 １名以上 ケアプラン作成・調整 

調理員 ２名以上 調理業務 

事務職員 １名以上 庶務及び経理の事務処理 



６．従業員の勤務体制  

職 種  勤務体制 

医師 １．３名以上 常勤（８：２０～１７：００）夜間は当直医が在院 

薬剤師 ０．４名以上 常勤（８：２０～１７：１０） 

管理栄養士 １名以上 常勤（８：２０～１７：００） 

看護師 ２名以上 ２交代による２４時間体制 

准看護師 ８名以上      〃 

介護職員 １５名以上      〃 

理学療法士 ２名以上 常勤（８：２０～１７：１０） 

作業療法士 ２名以上 常勤（８：２０～１７：１０） 

診療放射線技師 １名以上 常勤（８：２０～１７：００） 

介護支援専門員 １名以上 常勤（８：２０～１７：００） 

調理員 ２名以上 交代勤務（５：００～１８：３０） 

事務職員 １名以上 常勤（８：２０～１７：００） 

 

７．利用者の入所定員 

介護医療院（Ⅰ型療養床）：６０人 （東棟５階） 

 

８．提供するサービスの内容 

（１）必要な医療及び療養上の管理 

（２）看護・介護 

（３）機能訓練 

（４）衛生管理等 

（５）相談及び援助 

（６）レクレーション行事等 

（７）食事の提供 

 

９.サービスの詳細 

（１）【介護保険給付によるサービス】 

サービスの

種類 
内   容 利用者負担金 

医療・看護・

介護 

・利用者の病状に応じた医療・看護及び

介護度に合わせた介護を提供します。 

・当施設において、必要な医療を提供す

ることが困難と認められるときは、協力

医療機関等に責任を持って引き継ぎま

す。 

・施設サービス費の１割又は２割

又は３割をお支払いただきます。 

 

１９．介護医療院サービス 

利用者負担金説明書                                                  

参照     

リハビリテ

ーション 

・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

による利用者の状態に合わせた機能訓練

を行い、心身の諸機能の維持回復を図り、

日常生活の自立に向けてリハビリテーシ

ョンを行います。又、施設内でも生活リ

ハビリを行います。 

・特別診療費として利用された分

の１割又は２割又は３割を別途

自己負担していただきます。  

１９．介護医療院サービス 

利用者負担金説明書                                                  

参照 

排泄介助 

オムツ交換 

・利用者の状況に応じた適切な排泄介助

を行うとともに、排泄の自立についても

適切な援助を行います。 

・施設サービス費の中に含まれて

います。 



入浴・清拭介

助 

・原則として年間を通じ週２回以上の入

浴、又は清拭を行います。 

・寝たきり等で座位のとれない方は、器

械を用いての入浴も可能です。 

・施設サービス費の中に含まれて

います。 

清潔、整容 

 

・寝たきり防止のため、出来る限り離床

に配慮します。 

・生活のリズムを考え、洗面や着替えを

行うように配慮します。 

・施設サービス費の中に含まれて

います。 

相談及び援

助 

・利用者及びそのご家族からの療養に関

する相談について誠意を持って応じ、可

能な限り必要な援助を行うように努めま

す。 

１６．当施設ご利用相談室 

参照 

レクリエー

ション 

・季節の催し（お正月行事、ひな祭り、

夏祭り、収穫祭、クリスマス会他） 

 

食事（栄養管

理） 

・食事の提供は、栄養並びに利用者の身

体状況及び嗜好を考慮したものとし、提

供時間は下記の通りとします。 

朝 食  ８：００～ 

昼 食 １２：００～          

夕 食 １８：００～ 

・出来るだけ離床して食堂でお食べくだ

さい。 

・食べられないものやアレルギーが 

ある方は事前にご相談ください。 

・個々の栄養状態、健康状態の管理を行

います。 

１９．介護医療院サービス 

利用者負担金説明書                                                  

参照                                                  

 

 

（２）【介護保険給付外サービス】 

サービスの種類 内   容 利用者負担金 

居住費 ・多床室については光熱水費相当が

自己負担となります。 

１９．介護医療院サービス 

利用者負担金説明書                                                  

参照 

食費 ・食材料費と調理費相当が自己負担

となります。 

 

１９．介護医療院サービス 

利用者負担金説明書                                                  

参照                                                 

下着リース ・利用者の希望により使用できます。 ５５円 （１日につき） 

私物洗濯費 ・洗濯に要した費用の実費 ５５０円（中１袋） 

８８０円（大１袋） 

石鹸・シャンプー代 ・入浴１回につき算定 ５５円（入浴１回につき） 

テレビ ・テレビカードを購入いただき、ご

覧になることが出来ます。 

１枚１，０００円（税込） 

（約１９時間３０分）                    

特別療養室 

（差額ベッド代） 

利用者の希望により特別な療養室が 

利用できます。（入所費・居住費とは

別に特別な室料としていただきます） 

２，２００円（税込） 

（１日につき）                    

★上記に掲げるもののほか、日常生活において通常必要となるものに係る費用で、利用者

負担が適当と認められる費用の負担が別途発生する場合があります。 

 

※テレビカードは自動販売機から購入していただきます。 

 

※特別療養室のうち、５５８号、５５９号、５６０号はトイレ・洗面ユニット・テーブル・

椅子・冷蔵庫を、５５７号は洗面ユニット・テーブル・椅子・冷蔵庫を設置しています。 

 



（３）利用者負担金のお支払方法（テレビカード代は除く） 

事業者は、当月の利用者負担金を請求明細書により、翌月の１２日に利用者に請求しま

す。利用者は、その月の末日までに、現金あるいは振込みによりお支払いいただきます。 

振込みの場合、手数料は利用者の負担となります。 

 

（４）領収書の発行（テレビカード代は除く） 

事業者は、利用者からの利用者負担金を受領したときは、領収書を発行します。 

 

１０．当施設をご利用の際に留意いただく事項 

来訪・面会 ・面会時間は、原則として午後２時～午後４時です。 
（感染対策のため面会時間等変更となる場合がございます。） 

・来訪時には面会者名簿にお名前をご記入下さい。                    

    （面会者名簿はスタッフステーションにあります。） 

外出・外泊 ・主治医の許可が必要です。外出・外泊の際は、必ず職員に申し出の

上、必要書類にご記入下さい。 

他の医療機関への 

受診 

・主治医の紹介状が必要となりますので、受診の前にご相談下さい。 

院内設備・ 

器具の利用 

・院内の設備・器具は本来の用法に従ってご利用下さい。 

・これに反したご利用により、破損等が生じた場合は賠償していただ

くことがあります。 

飲酒・喫煙 ・飲酒はご遠慮下さい 

・院内全て禁煙となっています。 

迷惑行為等 ・騒音等、他の利用者様の迷惑になる行為はご遠慮下さい。 

利用者の現金・ 

所持品の管理 

・原則として、ご本人・ご家族にお願いします。 

宗教・政治活動 ・院内での他利用者様に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮下さ

い。 

動物飼育 ・院内へのペットの持ち込み及び飼育はご遠慮下さい。 

 

１１．非常災害時の対策  

非常時の対応 ・別途定める「消防計画」に則り対応を行います。 

近隣との協力 ・八幡東消防署に非常時の協力をお願いしています。 

別途定める「消防計画」に則り、年２回以上の夜間及び昼間を想定した避難訓練をできるだ

け利用者の方も参加して実施します。 

設備名称  

スプリンクラー あり 

消火器 あり 

避難階段 あり 

自動火災報知機 あり 

誘導灯 あり 

ガス漏れ報知機 あり 

防火扉・シャッター あり 

屋内消火栓 あり 

非常通報装置 あり 

漏電火災報知機 あり 

非常用電源 あり 

 カーテン・布団等は防炎性能のあるものを使用しています。 

消防計画等 ・消防署への届出日：令和４年１月２６日 

・防火管理者：貞近 直樹 

 



１２．業務継続に向けた取り組みについて 

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護サービスの提供を継続的に実施、

再開するための次の対応を行います。 

・業務継続計画の策定し、当該計画に従って必要な措置を講じる 

・従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修・訓練を定期的に

実施する 

・定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて当該計画の変更を行う 

 

１３．虐待の防止のための措置に関する事項 

当施設は、利用者の尊厳の保持・人格の尊重のため虐待の防止等について次の措置を講じ

ることとします。 

虐待防止のための対策を検討する委員会（虐待防止委員会）を定期的に開催する 

虐待防止のための従業者に対する研修を定期的に実施する 

虐待防止のための指針を整備する 

虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を配置する 

利用者及び利用者の家族からの苦情処理体制を整備する 

その他虐待防止のために必要な措置を講じる 

※当施設は、介護サービス提供中に当施設従業者又は擁護者（利用者の家族等高齢者を現に擁

護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に

通報するものとします。 

 

１４. 協力医療機関 

名称 社会医療法人 製鉄記念八幡病院 

所在地 福岡県北九州市八幡東区春の町一丁目１－１ 

院長名 柳田 太平 

電話番号 ０９３－６７２－３１４０ 

 

名称 社会医療法人 北九州病院 北九州総合病院 

所在地 北九州市小倉北区東城野町１－１ 

院長名 永田 直幹 

電話番号 ０９３－９２１－０５６０ 

 

名称 社会医療法人 北九州病院 北九州八幡東病院 

所在地 北九州市八幡東区東田一丁目４番３号 

院長名 古賀 徳之 

電話番号 ０９３－６６１－５９１５ 

 

１５．往診協力歯科医療機関 

名称 おおくら歯科医院 

所在地 福岡県北九州市八幡東区尾倉三丁目２－１５ 

院長名 大蔵 雅文 

電話番号 ０９３－６８１－８５４０ 

 

名称 医療法人 黒崎歯科 

所在地 福岡県北九州市八幡西区藤田一丁目２－８ ２階 

理事長名 高木 伸二 

電話番号 ０９３－６２１－１９１０ 

 

 



１６．相談・苦情窓口 

＊サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

 

当施設ご利用相談室 
担当者 ： 介護支援専門員  山口 純代 

ご利用時間 ： 平日（土日祝日除く）午前９：００～午後５：００ 

ご利用方法 ： 電話（０９３－６６１－５９１５）・面談 

 

＊公的機関においても、次の機関において苦情申立てが出来ます。 

 

住所地の介護保険係 

 

各区保健福祉課 

 

福岡県国民健康保険 

団体連合会 

所在地   ： 福岡市博多区吉塚町１３番４７号 

電話番号  ： ０９２－６４２－７８５９ 

ファックス ： ０９２－６４２－７８５７ 

対応時間  ： ８：３０～１７：００ 月～金 

北九州市保健福祉局地

域福祉部介護保険課 

所在地   ： 北九州市小倉北区城内１番１号 

電話番号  ： ０９３－５８２－２７７１ 

ファックス ： ０９３－５８２－２０９５ 

対応時間  ： ８：３０～１７：００ 月～金 

 

１７．意見の把握体制、第三者による評価の実施状況 

利用者アンケート調査 あり 

意見把握への取り組み 意見箱：あり   結果の開示：あり 

第三者評価の実施状況 なし 

 

１８．損害賠償責任保険 

保険会社 株式会社 東京海上日動火災株式会社 

保険内容 医師賠償責任保険 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



本契約を証するため、甲乙は署名又は記名押印のうえ本契約書を２通作成し甲乙各１通保

有します。 

本契約中の法改正等による変更については、重要事項説明書を確認し契約は同意継続とし

ます。 

又、乙への入所期間中、利用者及び利用者の家族並びに身元引受人・後見人に関する療養

上に必要な情報を、施設サービス計画（ケアプラン）の作成や利用者の病状によっては、他

医療機関及び福祉施設・居宅介護支援事業者に提供することに同意します。 

  （ア）診療情報提供書   （イ）看護添書    （ウ）在宅サマリー 

  （エ）栄養情報提供書   （オ）その他 

 

 

     年   月   日 

 

 

〈利用者〉 

私は、以上の介護保険施設サービスの利用契約書及び重要事項についての説明を受け、そ

の内容を了承し本契約を申し込みます。 

また、契約書第９条に規定する個人情報の使用について同意します。 

 

住 所                         

 

氏 名                         

 

    ＊代筆された場合の理由（                   ） 

 

〈利用者代理人（代筆者）〉 

 

住 所                         

 

氏 名                         続 柄 

 

ＴＥＬ                   携帯 

 

 

〈事業者〉 

 

所在地 福岡県北九州市八幡東区東田一丁目４番３号  ＴＥＬ ０９３-６６１-５９１５ 

 

名 称 社会医療法人北九州病院 北九州八幡東病院 介護医療院 

 

施設長 古 賀    徳 之          

 

 



１９．介護医療院サービス利用者負担金説明書

Ⅰ 加算分

※夜間勤務等看護加算（Ⅳ）

　　夜勤の看護・介護職員が２０：１以上かつ２人以上配置

2 初期加算 入所日から３０日間 30 単位/日

療養食加算

外泊時費用

　　居宅へ外泊をした場合。（外泊の初日・最終日以外）

他科受診時費用

　　専門的な治療の為、他医療機関において診療が行われた場合。

経口維持加算（Ⅰ） 400 単位/月

経口維持加算（Ⅱ） 100 単位/月

※認知症専門ケア加算（Ⅱ）

※サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

　１）勤続１０年以上介護福祉士３５％以上

　２）サービス質の向上に資する取組を実施している。

9 ※口腔衛生管理加算（Ⅰ） 90 単位/月

＜退所時指導等加算＞

退所前訪問指導加算
入所中１回

（又は２回）に限り
460 単位/回

退所後訪問指導加算 退所後１回限り 460 単位/回

退所時指導加算 400 単位/回

退所時栄養情報連携加算 退所時 70 単位/回

退所時情報提供加算（Ⅰ）/（Ⅱ） 退所時 500/250 単位/回

退所前連携加算 500 単位/回

訪問看護指示加算 300 単位/回

＜緊急時施設診療費＞

緊急時治療管理 1月に3回限度 518 単位/日

安全対策体制加算 入所日のみ

　１）安全対策担当者配置　２）安全管理対策部門設置

13 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ）/（Ⅱ） 10/5 単位/月

14 協力医療機関連携加算 50 単位/月

15 介護職員等処遇改善加算Ⅰ 算定単位数の5.1％/月 別途追加されます。

特別診療費分

薬剤管理指導

　　投薬または注射及び薬学的管理指導を行った場合。

Ⅱ 感染対策指導管理

　　常時感染対策をとっている場合。

褥瘡対策指導管理（Ⅰ）

　　常時褥瘡対策を行っている場合。

初期入所診療管理

　　入所に際して、医師が必要な診察、検査等を行い診療方針を定めて文書で説明を行った場合

理学療法（Ⅰ）・リハビリ体制強化加算

　　理学療法を行った場合。　※減算の場合86単位/回

作業療法・リハビリ体制強化加算

　　作業療法を行った場合。　※減算の場合86単位/回

摂食機能療法

　　摂食機能療法を行った場合。

短期集中リハビリテーション

　　入所日から３月以内の間に集中的にリハビリを行った場合。

医学情報提供（Ⅰ）　　　　　　　　退所時に病院へ診療情報提供をした場合 220

医学情報提供（Ⅱ）　　　　　　　退所時に診療所へ診療情報提供をした場合 290

単位/回

9 単位/回

5

6

8

7

単位/日240

単位/日208

単位/回

1 350

250

単位/週

2 6 単位/日

6 単位/日3

123／35

単位/回123／35

4

8 22 単位/日

20 単位/日12

11

10

7 4 単位/日
　認知症症状に対応するケアを行った場合。

6

　摂食機能障害による食事摂取の特別な管理と断続的な経口摂取の維持管理を行う。

5 362 単位/日

4 362 単位/日

3 6 単位/回　糖尿病食・腎臓病食・肝臓病食・胃潰瘍食・貧血食・高脂血症食・膵臓病食を提供した場
合。

1 7 単位/日



（法定給付サービス分） ７級地：１単位＝１０．１４円です。

・利用料（従来型個室利用） ＊表記は１割の負担割合の方の料金です。負担割合により金額が変わります（２割・３割の方）

単位 特別診療費/その他加算等含む総額

721 円 23,028 円 33,100 円

832 円 26,405 円 36,400 円

1070 円 33,645 円 43,700 円

1172 円 36,747 円 46,800 円

1263 円 39,516 円 49,600 円

※印の加算１，７，８，９を含む日額です

・利用料（多床室利用） ＊表記は１割の負担割合の方の料金です。負担割合により金額が変わります（２割・３割の方）

単位 特別診療費/その他加算等含む総額

833 円 26,435 円 36,500 円

943 円 29,781 円 39,800 円

1182 円 37,052 円 47,100 円

1283 円 40,124 円 50,200 円

1375 円 42,923 円 53,000 円

※印の加算１，７，８，９を含む日額です

（法定給付外サービス分）

・居住費

区　　分

従来型個室 1,728 円 51,840 円　

多床室 437 円 13,110 円　

従来型個室 1,370 円 41,100 円　

多床室 430 円 12,900 円　

従来型個室 550 円 16,500 円　

多床室 430 円 12,900 円　

従来型個室 550 円 16,500 円　

多床室 0 円 0 円　　　　

・食費

金　額　（日　額）

1,445 円 43,350 円

1360 円 40,800 円

650 円 19,500 円

390 円 11,700 円

300 円 9,000 円

・サービスについて

1 日 2,200 円

1 品 165 円

1 日 55 円

1 回 55 円

テレビカード購入 １枚1,000円（約19.5時間分）

私物洗濯料 外部業者による ネット（大）８８０円・ネット（中）５５０円

テレビ視聴料

希望により

下着リース代 希望により

石鹸・シャンプー使用料 入浴時

特別食事代　選択食

　金　　額　（30日計算）

第１段階

種　　類 内　　容 利用者負担額（税込み）

患者負担段階

第４段階　

第３段階②

第３段階①

第２段階

金　　額　（日　　額）

第３段階①②

第４段階

第２段階

第１段階

特別療養室（差額ベッド代） 希望により

理美容代 外部業者による 実費費用（業者より請求）

要介護度区分 利用者負担金額　※加算含む日額

1,411

金　　額　（30日計算）

要介護度４ 1,319

要介護度５

要介護度１ 757

要介護度２ 868

要介護度３ 1,106

要介護度４ 1,208

要介護度区分 利用者負担金額　※加算含む日額 金　　額　（30日計算）

要介護度５ 1,299

要介護度１ 869

要介護度２ 979

要介護度３ 1,218

患者負担段階


